
社団法人米津有為会

代 表者須貝英雄殿

認定書

府益担第 5 189号

平成 2 5年 6月 2 7日

平成 25年 3月 21日付け申請に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律(平成 18年法律第 50号)第44条の規定に基づき、別

紙のとおりの公益社団法人として認定する。



1.法人コード:A015888 

2. 法人の名称:社団法人米津有為会

3.認定を受けた後の法人の名称:公益社団法人米沢有為会

4. 代表者の氏名:須貝 英雄

5. 主たる事務所の所在場所

東京都調布市入間町一丁目 36番地

6.公益目的事業

(1) 育英事業(学費の貸与、学生寄宿舎の設置、管理)

(2) 学術文化施設の管理運営

(3)地域・教育・産業振興事業

7. 収益事業等

(1)駐車場賃貸事業

8. 旧主務官庁の名称:文部科学省

Bリ紙


